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令和５年４月１日から、自転車に乗る全ての人の
ヘルメット着用が努力義務になっています！

・ 自転車に乗る際は、大人もヘルメットを着用しましょう！
・ 自転車死亡事故の約７割が頭部に致命傷を負っています！
・ 万が一の事故に備え
普段からヘルメットを着用して頭部を守ることが重要です！

４月に運転免許更新の方は
要確認願います！

申し訳ございません

お金に関する電話やメールなどが来た時は

まず、「詐欺かもしれない！」と疑いましょう！

慌てず家族や警察など、誰かに相談！

２月下旬、今年も白滝での交通事故や
違反が無いことを願って交通安全ﾎﾟｽﾀｰを
手作りで白滝女性ドライバークラブの方達
と作成させていただきました★
今年は、駐在所で実施の
「ひまわりの絆ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」を採用
したデザインとなっています♪
各機関に掲示されていますので、
ぜひとも、ご覧下さい！

平成３０年４月の着任以来、私たち家族を温かく受け入れて下さり
皆さん本当にありがとうございました。また、駐在所の活動にも多大
なご協力を頂いたこと、感謝申し上げます。
私は、頼りない駐在所警察官でしたが
皆さんとは登山やカーリングに太鼓などと、
公私ともに本当に様々なことをさせて頂けた
ので、白滝での生活はとても楽しかったです!
なので、白滝を離れるのはとても寂しい…
６年間本当にお世話になりました！

白滝の冬といえばクロカン！
６年目にして初めて湧別原野
クロカン大会（24ｋｍ）に出させ
て頂き、クロカンポリスとして
交通安全や犯罪被害防止など
を啓発させて頂きました！

・ 通学する子供たちを交通事故から守りましょう！
・ 交通事故死者は、運転中・歩行中の

高齢者が最多です！注意しましょう！
・ 自転車は、軽車両！交通ルールを守りましょう！
・ シートベルトとチャイルドシートは命綱！全席で着用！
・ 飲酒運転は絶対にダメ！

同乗者や車を貸した者、飲ませた者も厳罰に！


